
令和２年度 松浪地区まちぢから協議会 第１０回 運営委員会 次第 

日時 令和３年２月１７日（水）９：３０～  

場所 松浪コミュニティセンター ホール１・２ 

剪定枝のリサイクルと資源物の収集方法の一部見直し等について（資源循環課） 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）松浪コミセン事務員の募集について 

（２）その他 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 広報委員会からの報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

（１）松浪地区社会福祉協議会 

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会
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(６) 松浪地区スポーツ少年団

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ

(１４) 松浪学区子ども会連合会…規約改正により削除

(１５) 食生活改善推進団体

(１６) 浜竹一丁目自治会

(１７) 浜竹二丁目自治会

(１８) 浜竹三丁目自治会

(１９) 浜竹四丁目自治会

(２０) 松浪一丁目自治会

(２１) 松浪二丁目自治会

(２２) 富士見町自治会

(２３) LG富士見町自治会

(２４) 常盤町自治会

(２５) 緑が浜自治会

(２６) 汐見台自治会

(２７) 出口町自治会
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(２８) ひばりが丘自治会

(２９) 美住町自治会

（３０）公募委員

１２ まちぢから協議会連絡会 

行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

１４ 閉会 

次回運営委員会：令和３年３月１７日（水） 
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松浪コミュニティセンターは、地域の交流の場、地域活動の拠点として、会議室、調理室、

和室、音楽室、フリースペースが配置され、同施設内に子どもの遊び場として子どもの家も

配置されています。この度、下記内容にて事務員の募集をいたします！ 

業務内容 コミセン及び子どもの家における、利用者の予約受付と一般受付などの事務、
各階の案内、簡単な清掃、照明、空調、ガス、戸締まりなどの安全管理等、
茅ヶ崎市立図書館の配本所の業務（貸出、返却の受付）

資 格     （１）年齢が満２０歳（男・女共）以上の方
（２）松浪地区にお住まいの方
（３）業務に積極的に取組み、健康で意欲のある方
（４）地域の活動やボランティア活動に理解のある方
（５）パソコン、プリンター等の操作ができる方
（６）幅広い年齢層の利用者とコミュニケーションがとれる方

時 給     茅ヶ崎市臨時職員給与規定による（時給１，０３０円） ※有給休暇あり 

募集人員 若干名 

勤務時間   昼間勤務        ８：３０～１７：００（７．５時間） 
  夜間勤務（原則男性） １６：３０～２１：００（４．５時間） 

(７月～９月は２１：３０まで) 
※上記の時間帯、土日祝日も交代で勤務できる方
※週２０時間以内でシフトを組んで勤務（勤務日数は月１２～１４日程度）

勤 務 地       松浪コミュニティセンター(茅ヶ崎市常盤町２番２号） 

雇用期間 雇用契約は原則１年間（更新あり、ただし最長５年以内） 
勤務は令和３年４月より 

休 館 日    月曜日（ただし、月曜日が休日にあたるときはその翌日以降の直近の休日以外
の日）、年末年始 

審査方法 ●一次審査；書類選考（３月下旬）
●二次審査；面接審査（３月末）

申込方法 ●市販の履歴書に応募の動機（４００字以内）を添え提出ください。

●松浪コミュニティセンターに持参するか、郵送してください。

●郵送先；〒253-0032 茅ヶ崎市常盤町２番２号
  松浪地区まちぢから協議会（松浪コミュニティセンター内） 宛 

ＴＥＬ ０４６７－８７－８８５５ 

締 切 日  令和３年３月２０日（土) 

松浪コミセン・子どもの家「なみっこ」 

スタッフ募集!!
 

回 覧 
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令和３年度 松浪地区まちぢから協議会役員等の体制に関する基礎資料 

１．松浪地区まちぢから協議会【令和２年度就任時点】 ※次期改選対象が網かけ 

役職名 人数 氏  名 

会長 １ 前田 積（１期１年目） 

副会長 ２ 末松 一豊（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

松井 教（１期１年目） 

会計 ２ 杉本 誠（２期１年目） 刈間 昌仁（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

書記 ２ 朝岡 通光（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目）

佐々木 睦子（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

監事 ４ 

菊池 紀子（３期１年目） 櫻井 武一（３期１年目） 

中井 汎（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

辻 俊子（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

※議決区分は、総会

【松浪地区まちぢから協議会規約抜粋】 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし、３期までとする。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

２．松浪地区まちぢから協議会部会関係【令和２年度就任時点】 

役職名 氏 名 議決区分 備考 

市民安全部部会長 白石 壽明（４年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

市民安全部副部会長 野村 純二（５年目） 部会 ※部会による選任

防災対策部会部会長 渡邊 勇次（２年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

防災対策部会副部会長 高橋 一紀（２年目） 部会 ※部会による選任

自治会長部会部会長 松井 教 （１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

松浪コミカフェ委員会委員長 原屋敷 典子（２年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

松浪自治会館管理運営委員会会計 吉田 ひろみ（１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

【松浪地区まちぢから協議会規約等関係規定の抜粋】 

・松浪地区まちぢから協議会規約

（部会長及び副部会長の任期）

第２６条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 
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２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

・松浪コミカフェ管理運営委員会規約 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会委員が務める）  １名 

(2) 副委員長            １名 

(3) 会計              １名 

２ 前項第１号及び第２号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の運営委員会で承認

を得る。 

３ 前項第３号の役員は、会員の中から選出し、コミカフェ委員会の定例会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

 

３．松浪コミュニティセンター管理運営委員会【令和２年度就任時点】 

役職名 氏 名 備考 

委員長（協議会会長兼務） 前田 積（１期１年目） 館長※地域集会施設連絡会出席 

副委員長 松井 教（１期１年目） ※地域集会施設連絡会出席 

副委員長（松浪コミカフェ管理

運営委員会委員長兼務） 

原屋敷 典子（１期１年目）  

会計（協議会会計兼務） 杉本 誠（２期１年目）  

常任委員 朝岡 通光（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

 

常任委員 佐々木 睦子（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

 

＊議決区分は総会 

＊委員長及び会計は、松浪地区まちぢから協議会会長及び会計が務める。 

 

【松浪地区まちぢから協議会規約等関係規定の抜粋】 

・松浪コミュニティセンター管理運営委員会規約 

（役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会会長が務める）１名 

(2) 副委員長          ２名 

(3) 会計（協議会会計が務める） １名 

(4) 常任委員          ２名 

２ 前項第２号及び第４号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の総会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 
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案　件　名 応　募　期　間 担当課

1

第２期茅ヶ崎市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略
（素案）

令和3年1月21日（木）から
　　　 2月24日（水）まで

企画経営課

　　　事務担当　市民自治推進課　協働推進担当
　　　電　　　話　８２－１１１１　（内線２４１４・２４１５）

パブリックコメントの実施を予定している案件について

概　　要

　本市の地方創生の取り組みの指針となる
「第２期茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生
総合戦略（素案）」を取りまとめました。

　市民の皆さまから広くご意見等を募集するパブリックコメントについて、現在、実施をしている案件及び実施を
予定している案件についてお知らせいたします。なお、予定している案件は２月１０日現在の予定であり、実施す
る際には、若干、変更になる可能性がございます。

令和３年２月１０日

まちぢから協議会連絡会 資料１

総務部 市民自治推進課
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感震ブレーカー等設置費補助金制度について 

 

１．令和２年度の交付決定実績について 

令和３年１月２９日時点での交付決定実績は、下表のとおりです。 

 

地 区 
令和 2年度 

交付決定数 

H26～R2年度 

累計設置率(%)※ 

茅 ヶ 崎 140  16.0  

茅ヶ崎南 40  26.2  

海 岸 20  54.3  

南 湖 59  7.6  

湘  南 59  6.7  

鶴 嶺 東 336  12.4  

鶴 嶺 西 0  1.8  

松 林 153  12.0  

小 和 田 21  0.5  

松 浪 84  13.9  

浜 須 賀 291  30.7  

湘 北 382  10.5  

小 出 8  4.2  

合 計 1,593  15.8  

※ H26～R2における本補助金、H26～R1における自主防災組織育成事業補助金、 

H26-27まちぢから応援ツール、H27内閣府モニターによる累計設置数により、 

「累計設置数／地区内全世帯数（R2）」で算出 

 

 

・今後、上記データをホームページへ掲載予定です。 

・令和２年度補助金の実績報告の提出期限は、令和３年２月２６日となっています。 

（手続きに必要な書類：実績報告書、設置者名簿、領収書の写し） 

 

 

 

  

令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料２ 

都市部 都市政策課 
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２．令和３年度の補助金制度について 

 

（１）補助金制度、交付決定について 

補助制度の補助率・上限金額、申請期間につきましては令和２年度と同様です。各ま

ちぢから協議会にて取りまとめ、申請をお願いします。 

申請は４月下旬から受付を行い、申請順に交付決定を行います。受付は予算上限に達

した時点で終了となります。 

 

・申請期間 令和３年４月２６日～令和４年１月３１日 

※ 申請開始日は、県補助金が交付決定後となりますので遅れる場合があります。 

※ 申請は予算上限に達した時点で終了となります。 

 

（２）今後の予定 

本日の添付資料を、全自治会長へ郵送いたします。 
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   本市における福祉の相談体制の強化について 

 

 令和４年４月に本市の相談体制を強化し、既存の相談機能を活かしながら、地域の福

祉課題に幅広く対応できる体制の構築を目指します。 

  

１ 令和４年度からの相談体制の強化 

  現在の福祉政策課（市役所分庁舎２階）に、新たに総合相談担当を設置します。 

  総合相談担当は、「８０５０問題」や「ひきこもり」といった社会問題をはじめと

する既存の制度では対応できない「制度のはざまの課題」を抱えた世帯や、１つの専

門機関では対応できない「複合的な課題」を抱えた世帯を、庁内各課や専門機関、地

域の福祉活動団体とともに支援します。 

 

また、総合相談担当は地域包括支援センターや市社会福祉協議会、福祉活動団体等

と「居場所づくり」や「つながりづくり」などの地域福祉課題を共有し、その対応方

法を一緒に考えていきます。 

 

総合相談担当の設置に併せて、地域包括支援センターと福祉相談室を統合し「継続

支援が必要な困難事例への対応」は総合相談担当へ、「地域の身近な相談窓口として

の初期相談」は地域包括支援センターへ引き継ぎます。 

具体的には別添資料のように、これまで「高齢者の支援は地域包括支援センター」、

「総合相談は福祉相談室」と分かれていたものを、地域包括支援センターでの対応に

一元化し、困難事例については総合相談担当につなげ、二段構えの手厚い支援体制を

構築します。 

 

２ スケジュール 

 令和２年度 １１月２５日 政策会議 

        １月２０日 全員協議会 

        ２月 ５日 地区社会福祉協議会へ説明 

        ２月 ９日 民生委員・児童委員（四役会）へ説明 

        ２月１０日 まちぢから協議会連絡会へ説明 

令和３年度  上半期   関係団体等へ説明 準備・調整 

令和４年度  ４月 １日 総合相談担当設置 

              地域包括支援センター機能強化 

令和３年２月１０日 
まちぢから協議会連絡会 資料３－１ 

福祉部 福祉政策課 
福祉部 生活支援課 

福祉部   高齢福祉介護課 
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相談支援員

高齢者の相談 福祉の
総合相談

高齢者の相談＋福祉の初期相談機能

３職種の専門職３職種の専門職(※)

正規職員・会計年度任用職員（専門職）配置

総合相談担当（福祉政策課内）

令和４年３月３１日まで 令和４年４月１日から

福祉の
総合相談

生活困窮者自立
支援相談事業

事務移管

地域包括支援センター●●●福祉相談室●●●地域包括支援センター●●●

新設

※３職種（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員）の
配置人数は包括ごとに異なります。

１３地区 １３地区

市役所
連携

～相談支援体制がさらに手厚くなります～

令和３年２月１０日
まちぢから協議会連絡会 資料３－２

福祉部 福祉政策課
福祉部 生活支援課

福祉部 高齢福祉介護課
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令和３年３月  日 

 

自治会長 様 

 

茅ヶ崎市教育委員会青少年課長 

 

「ちがさき青少年指導員だより第１００号」の回覧について（依頼） 

 

 春暖の候、貴会におかれましてはコロナ禍にあってもますます御清栄のことと、お慶び申

し上げます。また、日ごろより当市の青少年行政に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、当市では地域における青少年の自発的活動とその育成活動を推進するなどして青少

年健全育成を図るために青少年指導員を設置しております。青少年指導員は市内１９小学校

区の地域を拠点として活動しており、地域に根ざした活動を行っております。 

この度、広く市民の皆様に青少年健全育成の重要性を周知すること、青少年指導員の活動

を御理解いただくことを目的に、広報紙「青少年指導員だより第１００号」を発行いたしま

す。今回の第１００号発行を記念し、広報紙に「えぼしいわ」という愛称をつけ、より市民

の皆様に親しまれるような紙面づくりを目指してまいります。 

 つきましては、「青少年指導員だより第１００号」の自治会回覧をお願い申し上げます。

４月３日以降に青少年指導員が、各自治会の広報配布・回覧の御担当者様にお届けいたしま

す。時節柄、対面ではなく玄関やポスト等へのお届けとさせていただきますので、御承知お

きください。 

なお、回覧を休止している自治会につきましては、再開時に改めてお届けするなど個別対

応を取らせていただきますので、４月２日（金）までに事務担当まで御連絡ください。  

お忙しいところ、大変にお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 

 

 

                    事務担当 教育委員会青少年課 諸坂 

                                       電  話  0467(82)1111 内線 3352 

                    ファクス 0467(58)4265 

                    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  seishou@city.chigasaki.kanagawa.jp 

案 

令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料４ 

教育推進部 青少年課 
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３茅環保第   号 

令和３年４月  日 

自治会長 様 

茅ヶ崎市長 佐藤 光  

（公 印 省 略） 

 

 

令和３年度「美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎」の中止について 

 

日頃より本市行政にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に広がり、感染症の脅威は現在も予断を許さ

ず、この影響は甚大かつ長期に及ぶことが懸念されています。 

このような状況の中、市主催・共催イベントの中止等について、自治会の皆様にご理解

をいただいていますことを重ねてお礼申し上げます。 

本市では、この難局を乗り越えるために「新型コロナウイルス感染症対策政策パッケー

ジ」及び「茅ヶ崎市財政健全化緊急対策」を策定し、感染症拡大防止のための様々な取組

に努めております。 

こうした中で、年２回開催しております「美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎」につきま

しては、令和３年度は中止とさせていただくこととなりました。 

 美化キャンペーンは例年多くの皆様にご参加いただいていることから、皆様の健康と安

全を最優先に考えた措置となりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

中止の周知方法 

 中止に関しては、すべての自治会長様への通知、広報ちがさき（５月１日号）、市広報

掲示板（４月２６日から５月２５日まで）、市ホームページなどの電子媒体を使用して周

知を図ってまいります。 

 

 

 

事務担当 環境部環境保全課 

0467-82-1111（内線 1231） 

令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料５ 

環境部 環境保全課 
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 ２茅環事第   号  

令和３年３月  日  

 

〇〇自治会 会長 様 

 

茅 ヶ 崎 市 長  佐 藤   光  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

令和３年度環境指導員の推薦について（依頼） 

 

 立春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 日ごろより、本市の環境行政に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、貴自治会における令和３年度の環境指導員の御推薦を次のとおりお願い申し上げ

ます。 

 つきましては、御多忙のところ恐縮ですが、同封の「環境指導員推薦書（令和３年度）」

を御記入のうえ、同封の返信用封筒にて御提出をお願い申し上げます。 

また、来年度は２年任期の２年目となりますが、前年度と変更がない場合でも、御提出

くださいますよう重ねてお願い申し上げます。 

なお、令和３年度の環境指導員委嘱式の御案内につきましては、御推薦いただきました

方へ直接送付させていただきます。 

最後に、環境指導員は令和２年度より市からの報酬はありませんので御承知おきくださ

い。 

 

１ 推薦人数      

 昨年度推薦数を御参考に各自治会１名以上お願いいたします。 

 

２ 記入事項  

推薦される方の氏名･住所･電話番号を御記入ください。 

    自治会長の御署名もお願いいたします。 

    ※記入例を参考としてください。 

 

３ 提出方法  

同封の返信用封筒により、環境事業センターへ御提出ください。 

 

４ 提出期限  

令和３年３月２６日（金） 

※貴自治会の御都合により期限までに御回答いただくことが難しい場合は、事前 

に必ず御連絡をお願いします。 

 

            問い合わせ先                                     

                    茅ヶ崎市環境部環境事業センター業務担当       

             〒２５３－００７１ 茅ヶ崎市萩園１０８５            

   （電話）０４６７－５７－０２００              

kankyoujigyou@city.chigasaki.kanagawa.jp      

令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料６ 

環境部 環境事業センター 
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茅ヶ崎市環境指導員に関する関連法令 

 

茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（一部抜粋） 

（環境指導員）  

第１０条 市長は、減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理を推進するため、環境指導

員を設置する。 

２ 環境指導員は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理

並びに地域の環境の保全の推進に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

（市の減量化、資源化等） 

第１１条  市は、その業務の遂行に当たり減量化及び資源化を推進するとと

もに、再生品の利用の促進に努めなければならない。  

２  市は、資源化の推進のため、法第６条第１項の規定により定める一般廃

棄物処理計画（以下「一般廃棄物処理計画」という。）で定める廃棄物等

集積場所（以下「集積場所」という。）における循環資源の適正な管理及

び分別収集に努めなければならない。  

 

 

茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則（一部抜粋） 

（環境指導員の職務等）  

第３条  条例第１０条第１項の環境指導員は、次に掲げる職務を行うものと

する。  

（１） 市が行う減量化及び資源化の運動に対する参加及び協力に関するこ

と。  

（２） 地域における減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理等に関する

指導及び啓発に関すること。  

（３） 条例第１１条第２項に規定する廃棄物等集積場所に関する指導に関

すること。  

（４）  その他一般廃棄物に関する市との連絡調整に関すること。  

２  環境指導員の任期は、２年とする。ただし、補欠の環境指導員の任期は、

前任者の残任期間とする。  

３  環境指導員は、再任されることができる。  
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次のとおり環境指導員を推薦します。

フリガナ
住　　所

氏　　名

推　薦　者

電話番号

電 話 番 号

環境指導員推薦書（令和３年度）

令和３年　 月　 日

 (あて先)　茅ヶ崎市長

自 治 会 名

会 長 名
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【記入例】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

電 話 番 号 ０４６７（○○）××××

環境指導員推薦書

令和３年　 月　 日

 (あて先)　茅ヶ崎市長

自 治 会 名 烏帽子自治会

会 長 名 茅ヶ崎　一郎

次のとおり環境指導員を推薦します。

フリガナ
住　　所

氏　　名
電話番号

推　薦　者

チガサキ　タロウ

茅ヶ崎　太郎

茅ヶ崎市
烏帽子●－●－●

シゲン　ジロウ

資源　次郎

茅ヶ崎市
烏帽子●－●－●

０９０（■■■■）△△△△

０４６７（■■）△△△△
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令和３年３月  日 

 

〇〇自治会会長 様 

 

環境事業センター所長 

 

 

令和２年度 ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る完了報告書の

提出について（依頼） 

 

 標記の件につきまして、今年度の「ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係

る完了報告書」の御提出をお願いいたします。 

御多忙のところ大変恐縮ですが、提出期日までの御提出をお願いいたします。 

 

 

提出書類 

茅ヶ崎市ごみ及び資源物の集積場所維持管理協力完了報告書 

 

提出期日 

  令和３年４月９日（金）まで 

 

提出先 

  茅ヶ崎市萩園１０８５ 茅ヶ崎市環境事業センター業務担当 

※同封の返信用封筒を御利用ください。 

 

 

 

 

 

 

                    事務担当 環境事業センター業務担当 

                    電  話 ５７－０２００ 

令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料７－１ 

環境部 環境事業センター 
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茅ヶ崎市ごみ及び資源物の集積場所維持管理協力完了報告書 
 

 
令和 年   月 日 

 
（あて先）茅ヶ崎市長 

 
 
 

所  在   地  
 

                報告者 自治会の名称 ●●●自治会       
 

代 表 者 氏 名 会長 印 
 
 
 

令和２年度の集積場所の維持管理について、次のとおり完了したので報告します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集積場所維持管理 

の 内 容 
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所 在 地

報告者　 自治会の名称 　茅ヶ崎自治会

代 表 者 氏 名 　会長　茅ヶ崎　太郎　㊞

の 内 容

集積場所維持管理

茅ヶ崎市ごみ及び資源物の集積場所維持管理協力完了報告書

              令和３年  月　　日

　　（あて先）茅ヶ崎市長

　茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１

　令和２年度の集積場所の維持管理について、次のとおり完了したので報告します。

＜ 例 ＞

●地域の集積場所の見回りをを行った。

●ごみ出しのマナーに関する注意喚起を行った。

●集積場所での排出指導を行った。

例を参考に、実際に行ったごみ及び資源物の集積

場所の維持管理に関する内容を記入してください

※１つの事項のみでも可

※令和２年度当初にご提出いただいた茅ヶ崎市
自治会長行政連絡調整請書に記載した
代表者氏名を記入してください

※修正液や修正テープでの訂正はできません。訂正する場合は、訂正箇所を
二重線で消し、代表者氏名欄に押印した印で訂正印を押してください。

※消えるボールペンで記載されたものは無効となります。

※シャチハタ印、自治会印は不可です
朱肉印かつ申請時と同一の印で
押印してください（自治会長印は可）

日付は記入しないでください

※所在地、自治会の名称・役職名は市で記入済み
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令和３年３月  日 

 

〇〇自治会会長 様 

 

環境事業センター所長 

 

 

令和３年度ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力手数料に係 

る書類の提出について（依頼） 

 

 立春の候、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

本市の環境行政につきましては、格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

「ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力手数料」につきまして、新

年度を迎えるにあたり、次のとおり書類の提出をお願いいたします。 

提出期日までに令和３年度の自治会長等が決定されない場合は、お手数です

が環境事業センターまで御連絡いただいたうえで、決定次第、御提出くださるよ

うお願いいたします。 

 

 

１ 提出書類 

① 令和３年度ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力請書 

② 令和３年度ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力手数料請  

求書 

 

２ 提出期日 

  令和３年４月９日（金）まで 

 

３ 提出先 

  茅ヶ崎市萩園１０８５ 茅ヶ崎市環境事業センター業務担当 

※同封の返信用封筒を御利用ください。 

 

 

 

 

 

 

                    事務担当 環境事業センター業務担当 

                    電  話 ５７－０２００ 

令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料７－２ 

環境部 環境事業センター 
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令和３年度ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力請書 

 

 

   

    第   号 

 
 摘    要 ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力 

契 約 金 額   

                   （年間） ￥8 4 0 0 0  

 

 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

       

 

 完了期限 

  

令和３年３月３１日 

 

 履行場所 

 

受注者である自治会の管轄区域内 

 

 契約保証金 

 

 □ 契約金額の  ／１００     ■ 免 除 

 

 その他の事項 

 

 

 上記について、茅ヶ崎市ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力手数料交付要綱及び茅ヶ崎

市契約規則（昭和４７年茅ヶ崎市規則第１５号）の規定に則り履行します。よって、この契約を証する

ため、請書を提出します。 

 

 

 令和３年 ４月 １日 

 

 

                    自治会名 ○○自治会 

 

                                 会 長 名                印 

 

 

 （あて先）茅ヶ崎市長 
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令和３年度ごみ及び資源物の集積場所の 
維持管理に係る協力手数料 

 
請  求 書 

 
 

 

金 
 

額 
 

￥ 
 

 

上記の協力手数料を支払われたく請求いたします。 
 
 

年 月 日 
 
 

（ あ て 先 ） 茅 ヶ 崎 市 長 
 

 

所 在 地   
 

自 治 会 名 〇〇自治会 
 

代 表 者 氏 名 会長   印 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口 座 振 替 支 払 依 頼 書 
 

金 融 機 関 名    

銀 
 

行 
支 店 名  

   
 

農 
 

協 
  支 店 

   信 金   営 業 部 

預 金 科 目     口座番号   
 

１ 普通  ２ 当座  ３ 別段  

 

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義 

  

※ 通 帳 に 記 載 さ れ て い る 正 式 な 口 座 名 義 を ご 記 入 く だ さ い 。 
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【地区防災訓練補助金対象事業等の変更について】 

１．補助金対象事業の変更等について 

 新たな防災訓練の方法に基づき補助対象事業を以下のとおり変更するととも

に補助額を変更します。なお、補助額の変更については過去数年間の訓練用資機

材や消耗品等に係る経費の実績・平均値をもとに上限額を算出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．訓練日時や補助金申請手続きの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助金交付申請書は訓練実施計画・収支予算書を添えて訓練実施日まで、補助

金実績報告書は実施報告書・収支決算書を添えて訓練終了後１か月以内に提

出してください。 

表１ 世帯数毎の補助金額 

防災対策課所管の補助金の手続き等の変更について 

 

★
訓
練
候
補
日
提
出 

●
訓
練
日
時
決
定 ★訓練実施 

★訓練会場等決定 

 

★訓練種目決定 

 ★訓練参加者（対象者）

決定 

★補助金交付申請書提出 

★補助金実績 

訓練用資機材、訓練消耗品

対象 

炊き出し訓練、啓発品 

対象外 

●市が実施  ★自主防災組織が実施 

●
訓
練
の
案
内
を
発
出 

２
月 

 １
月 

 

 

月 

 

 

月 

 

 

月 

 ９
月 

 ８
月 

 ７
月 

 ６
月 

 ５
月 

 ４
月 

 ３
月 

10     11     12 

報告書提出 

表２ 年間スケジュール 

令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料１０ 

市民安全部 防災対策課 
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【自主防災組織育成事業補助金の手続きの変更について】 

１．現状の課題 

本補助金は、直近数年間の交付実績額に基づき予算を確保しています。下表の

とおり補助金交付実績額も年々下がってきているため、予算規模も減少傾向に

あります。 

今後、申請額などが突出して増えた場合など、各自主防災組織からの補助金交

付申請に対して申請額通りに交付できない可能性があります。 

 

 

 

 

２．手続きの変更点 

（１）事前の整備計画の提出 

 補助申請額が予算額を上回った場合に、公平に補助金の交付をできるように

するため、事前に整備計画を提出していただきます。 

各自主防災組織より提出いただいた整備計画を取りまとめた上で、補助申請

予定額が予算額を上回る場合は、調整率を乗じて、内定額をお示しします。 

 

例：事業費１０万円で調整率が９７．５％になった場合 

100,000円（事業費）×1/2（補助率）×97.5％ 

＝補助額４８，７００円（計算した額から１００円未満端数切捨） 

 

※補助金交付申請書を提出する場合は内定額が上限となります。 

提出いただいた整備計画に基づき算出するため、整備計画の内容（購入

予定）が実際と大きく異なると必要以上の調整率を乗じることとなり、

全体に大きな影響を及ぼすおそれがあります。 

あらかじめ内容を十分に精査した上で、整備計画を提出いただきますよ

うお願いいたします。 
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表３ 自主防災組織育成事業補助金交付実績の推移 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 
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（２）申請期限の変更 

 現在２月２８日を提出期限としておりますが、神奈川県への補助申請手続き

に要する時間を確保するため、申請期限を１月３１日に変更します。 

 

 

３．補助金手続きスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※補助対象経費であれば内定額通知発出前の購入等も可能ですが、調整率を

乗じた場合は補助金額が購入額の２分の１とならないこともありますので

ご注意ください。 

 

４．今後に向けて 

保管場所や財源に限りがある中で、各自主防災組織の資機材の整備状況を確

認したうえで、計画的に整備すること、自主防災組織間で補完し合うことなどで

資機材のより一層の活用が図られると考えております。 

市ではこういった活用を進めるための取り組みを検討していきます。 
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★
整
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出 

●
補
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金
の
内
定
額
通
知

を
発
出 

★自主防災組織内で ★内定額に基づき物品購入 

●市が実施  ★自主防災組織が実施 

10        11      12 

整備計画作成 

★検討結果に基づき 

購入物品検討 

 ★補助金交付申請書を提出 

★補助金交付申請書類の作成 

表４ 年間スケジュール（補助金交付までの流れ） 
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令和３年２月９日  

 

各自主防災組織会長 様 

 

茅ヶ崎市防災対策課長  

 

 

ハザードマップ（案）に関する意見募集について 

 

立春の候、貴職におかれましては、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃から本市の防災行政につきまして、格別の御理解と御協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

近年の頻発化、激甚化する水害を踏まえて、平成２７年に水防法が改正された

ことにより、平成２８年に国が相模川、平成３０年に県が小出川・千の川のそれ

ぞれ想定最大規模降雨に基づく浸水想定区域図等を作成しました。 

また、今年度、市が千ノ川（市管理部分）、駒寄川の想定最大規模に基づく浸

水想定区域と内水浸水想定区域の調査を行い、これらの浸水想定を踏まえてハ

ザードマップ（案）を作成しました。 

ハザードマップの作成にあたりましては、市民の皆様に直接お会いして意見

をお伺いしたいところですが、コロナ禍の現状を考慮し、次の方法でご意見をお

伺いさせていただきます。 

つきましては、自主防災組織にもご承知おきいただき、ハザードマップ（案）

にご意見がありましたら、同様の方法でご意見をいただければと存じます。 

なお、新たに作成したハザードマップは令和３年５月末を目途に全戸配布す

る予定です。 

 

１ 意見募集期間  令和３年２月１２日（金）～２５日（木） 

 

２ 意見提出方法  ①市ホームページ 

           ホームページ内に案を掲載しますので、ページ下部の 

   お問い合わせフォームより入力後、送信してください 

          ②公共機関（※）設置のご意見箱への投函 

          ※市役所防災対策課、市内各公民館、小出支所、香川駅前

出張所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所 

          ※閲覧用（カラー）と配布用（白黒）の案を配架します 

 

事務担当：防災対策課防災担当          

電話番号：０４６７－８２－１１１１       

Ｆ Ａ Ｘ：０４６７－８２－１５４０       

メ ー ル：bousai@city.chigasaki.kanagawa.jp  

31

mailto:bousai@city.chigasaki.kanagawa.jp


令和３年２月９日  

 

各自主防災組織会長 様 

 

茅ヶ崎市防災対策課長  

 

 

『ちがさき防災ＷＥＥＫ』の開催について 

 

立春の候、貴職におかれましては、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃から本市の防災行政につきまして、格別の御理解と御協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

１１月のまちぢから協議会連絡会でお知らせさせていただきました『ちがさ

き防災ＷＥＥＫ』の開催について、緊急事態宣言の状況等を踏まえ、以下の要領

で実施することとなりましたので、改めてお知らせさせていただきます。 

なお、現在の状況を鑑み、人が集まって意見交換することは難しいと判断し、

１１月にお知らせした「オンラインによる防災講座」は中止とさせていただきま

した。 

また、展示につきましては、一部商業施設や市役所で実施しますので、別件で

これらの施設にお越しの際はブースへお立ち寄りください。 

 

１ 実施期間  令和３年３月１日（月）～１４日（日） 

 

２ 実施内容  ①ちがさき備えるフェア 

         防災パネルや防災用品等の展示 

 場所：市役所本庁舎１階ふれあいプラザ、一部商業施設（実 

施店舗については今後ＨＰで公開予定） 

        ②防災動画 

         《日常生活の延長にある防災》をテーマとした動画 

         YouTubeにて３月１日（月）１８時に第１弾配信 

         第１弾以降は隔日配信 

         ※２月２５日（木）１８時に予告動画を配信します。是非ご

覧ください。 

 

 ※『ちがさき防災ＷＥＥＫ』の概要については別紙のチラシもご覧ください。 

 

事務担当：防災対策課防災担当          

電話番号：０４６７－８２－１１１１       

Ｆ Ａ Ｘ：０４６７－８２－１５４０       

メ ー ル：bousai@city.chigasaki.kanagawa.jp  
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令和３年３月１日（月）から１４日（日）

ちがさき備えるフェア

●地域の災害リスクや自助・共助の備えのパネル展示
（市役所本庁舎１階ふれあいプラザ・BRANCH茅ヶ崎２）

●災害への備えの周知や防災グッズ等の販売
（市内協力店舗）

防災動画 （YouTube）

●『日常生活の延長にある防災』をテーマに
防災について 気軽に「見て・知って」もらえる
動画を配信（令和3年3月1日より配信開始） ‣‣茅ヶ崎防災関係動画

100均で防災グッズを揃えてみた。
クックパッドで非常食を作ってみた。
冷水でインスタントラーメンを作ってみた。 など

そのほかにも、気軽に楽しめる動画を複数配信します♪

主催：茅ヶ崎市（問合せ：防災対策課 82-1111）

令和２年度

写真：2011年4月宮城県石巻市
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令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料１１－１ 

企画部 秘書広報課 

                                  令和３年２月●日 

 

 各自治会長 様 

 

                              茅ヶ崎市企画部秘書広報課長 

 

令和３年度広報紙・市議会だより配布部数報告書等の提出について（依頼） 

 

 春寒の候、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

本市の市政推進につきましては、格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、令和３年度の広報ちがさきにつきましては、月１回の発行とし、５月１日号以

降の配布を自治会の皆様にお願いさせていただきたく思います。 

なお、広報紙等配布手数料は１世帯あたり年額２００円となる予定です。（従来の手

数料額は月２回発行で年額２８０円です。） 

 同封の手引きを参照の上、次のとおり書類の御提出をお願いいたします。 

期日までに自治会長様及び団体代表者様が決定されない場合は、お手数ですが秘書広

報課まで御連絡いただき、決定次第、御提出ください。 

 なお、同封の「広報ちがさき発行予定表」につきましては、各配布担当者の方にも御

周知いただきますようお願いいたします。 

 お忙しいところお手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。 

 

提出書類（各１部） 

 

 

 

 

 

 

提 出 先  茅ヶ崎市役所秘書広報課（同封の返信用封筒も御利用ください） 

 

 

上記以外の同封書類  

（１）広報紙等配布手数料に関する書類作成の手引き 

（２）令和３年度広報ちがさき発行予定表 

（３）返信用封筒 

事務担当 秘書広報課広報担当    

電話 0467-82-1111(内線 1552)    

① 広報紙等配布業務請書・・・５月２９日（金）〆切 

② 令和３年度広報紙等配布手数料振込先届出書・委任状・・・５月２９日（金）〆切 

③ 令和３年度広報紙等配布手数料部数等報告書 

・・・変更を希望される時期に合わせて御提出ください 
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          表面 

令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料１１－２ 

企画部 秘書広報課 

 

令和３年度広報紙配布部数等報告書  

 

 令和３年度の広報紙配布部数等を、次のとおり報告します。 

団 体 名 
 

 

１．『広報ちがさき』のお届け先・部数  （いずれかにチェックし表に御記入ください） 

 □前年度と同じ（変更が無くても下の表にご記入ください）…4 月 20 日（火）〆切 

 □5 月 1 日号から変更 （ 4 月 22・ 23 日納品予定）…4 月 9 日（金）〆切 

 □6 月 1 日号から変更（ 5 月 24・ 25 日納品予定）  …5 月 10 日（月）〆切 

氏  名 住  所 電話番号 必要部数 

 

 

 

 
（    ） 

 

       部 

 

 

 

 
（    ） 

 

       部 

 

 

 

 
（    ） 

 

       部 

 

 

 

 
 (     ) 

 

       部 

  

 
 (     ) 

 

       部 

※配送・仕分けに要する日数の都合でお届け先を増やすことは出来かねますの

で、大変ご迷惑をおかけしますが、昨年度と同数となりますようお願いしま

す。 

 

※コロナ禍で全市民へ情報を確実に届けることの重要性が浮き彫りになったこ

とから、自治会未加入世帯を含めた配布に可能な限り御協力をお願いします。 

 （従来に比べて最大で 2 割程度の配布部数増を想定しています。） 

参考  令和 2 年度 1 発行あたり配布世帯数の概算 

全戸配布部数:104,400 部(前年度比+20,000 部)  

自治会等配布部数:84,400 部 

 

※秘書広報課に未配布の問い合わせがあった際には、参考として該当の自治会

長様に情報提供いたしますので、ご活用いただきますようお願いします。  
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          裏面 
２．回覧物のお届け先・部数等 （いずれかにチェックしてください） 

 □前年度と同じ （変更が無くても下の表に御記入ください）…4 月 20 日（火）〆切 

 □   月   日号から変更  

 ※回覧物ですので、1 世帯 1 部ではなく、各地域等で読み回していただくものです 

氏  名 住  所 電話番号 必要枚数 

  

 
（    ）   枚 

  

 
（    ）   枚 

 

 

 

 
（     ）   枚 

 

３．御連絡先  

 報告書の内容について市からお尋ねすることがある場合の御連絡先を御記入ください。 

氏  名  電話番号 （   ） 
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令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料１１－３ 

企画部 秘書広報課 

 

新型コロナウイルス感染症に配慮した配布のお願い 

 

今後も、新型コロナウイルス感染症への対策が必要不可欠と想定されますので、新しい

生活様式として示されている三密(密接・密集・密閉)の回避や飛沫感染の予防対策などに

御協力をお願いします。 

配布方法に関する指定はございませんが、コロナ禍において各地域で柔軟に御対応いた

だくための参考として、配布方法（他市事例など）を下記に御案内差し上げます。 

また、「広報紙・議会だより配布作業に関するガイドライン(案)」も作成しましたので、

令和３年５月１日号から広報配布人の皆様に御支援いただくにあたって御活用いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

なお、コロナ禍で受け取りを遠慮する旨の申し出があった際には、市 HPやアプリで電子

閲覧できることをご案内ください。 

 

配布方法（他市事例など） 

①回覧で各世帯が１部ずつとる 

  回覧板などを活用して、各世帯にいきわたるようにする方法。 

  手洗いと手指消毒、ポスト投函なども心がける。 

 ②自治会館などで仕分けして各班で配布 

  複数の日程・時間帯で最少人数の作業を心がける。 

 ③集会所などに広報紙を置き、各世帯で取りに行く 

  自治会内での会議などにあわせて、負担軽減も心がける。 

 ④民生委員などが、独居高齢者などの見回り巡回とあわせて配布 

独居高齢者への声かけなどを行い、安否確認・コミュニケーションとしての役割も兼

ねる。 

 

 

 

 

事務担当 秘書広報課広報担当 

電話 0467-82-1111(内線 1552) 
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令和３年２月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料１１－４

企画部 秘書広報課 

 

２０世帯以上の配布団体一覧 

 

    

 

番号 団体名 郵便番号 住所 配布部数

1 電源開発アパート 253-0041 茅ヶ崎1-7-3-502 15

2 (有)山立ビルマネジメント 253-0084 円蔵2-1-40-101 38

3 公務員合同宿舎茅ヶ崎住宅 253-0013 赤松町 7-2-4-501 150

4 コスモ茅ヶ崎サザンヒル管理組合 253-0027 ひばりが丘 4-10 60

5 ライトタウン茅ヶ崎５号棟 253-0082 香川 1-10-5-908 100

6 クオス茅ヶ崎レジデンシャルステージ 253-0002 高田4-24-32 34

7 鶴が台北口商店街 253-0003 鶴が台 17-13㈲ヌマタ電化センター 31

8 一般社団法人南湖荘 253-0061 南湖 7-12869 125

9 湘南亭 253-0002 高田 5-5-13みどり荘3号室 125

10 藤和シティコープ茅ヶ崎管理組合 253-0085 矢畑 681-4-406 45

11 社会福祉法人麗寿会　ｹｱﾊｳｽふれあいの里 253-0007 行谷 582-1 50

12 ニューイースト湘南茅ヶ崎管理組合 253-0061 南湖 4-22-42 83

13 ポルト湘南・茅ヶ崎 253-0026 旭が丘 7-37 30

14 エルマール茅ヶ崎管理組合 253-0033 汐見台 2-35 24

15 中銀茅ヶ崎マンシオン管理組合 253-0063 柳島海岸2-8 34

16 ハミング・ユウ 253-0086 南湖2-2-2 22

17 シャルマンコーポ茅ヶ崎第2 253-0045 十間坂1-3-43 26

18 シャルマンコーポ茅ヶ崎管理組合 253-0085 矢畑1426-4(管理事務所内） 32

19 ズーデン第一 253-0045 十間坂3-19-28-602 21

20 リステージ茅ヶ崎中央公園管理組合 253-0042 本村4-8-1 33

21 グラン・コート湘南茅ヶ崎管理組合 253-0042 本村4-22-14 76

22 高田五丁目町内会 253-0002 高田5-2-23 40

23 サザンマンション 253-0055 中海岸1-2-45-502 40

24 クリオ茅ヶ崎柳島海岸管理組合 253-0063 柳島海岸8-1 47

25 アジュール湘南 253-0071 萩園2334 40  
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所管課名 補助金等の名称 対象団体等

1 市民自治推進課 自治会運営交付金 自治会

2 自治会館設置費等補助金 自治会

3 自治会館賃借料補助金 自治会

4 地区自治会連合会等補助金 自治会連合会等

5 自治会長行政連絡調整手数料 自治会長

6 地域コミュニティ設置運営費補助金
地域コミュニティを設立しようとする

団体

7 認定コミュニティ運営等助成金 認定コミュニティ

8 認定コミュニティ特定事業助成金 認定コミュニティ

9
認定コミュニティ運営等助成金（茅ヶ崎公園体験

学習センター施設利用助成金）

認定コミュニティ（海岸地区まちぢか

ら協議会）

10 まちぢから協議会連絡会委員連絡調整手数料 まちぢから協議会連絡会委員

11 まちぢから協議会連絡会補助金 まちぢから協議会連絡会

12 秘書広報課 茅ヶ崎市広報紙等配布手数料 自治会等

13 防災対策課 自主防災組織育成事業補助金 自主防災組織

14 地区防災訓練補助金 地区自治会連合会、認定コミュニティ

15 スポーツ推進課 茅ヶ崎市体育振興会連絡協議会事業費補助金 茅ヶ崎市体育振興会連絡協議会

16 福祉政策課 茅ヶ崎市社会福祉団体補助金 茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会

17
重層的支援体制推進事業業務委託

（地区社会福祉協議会育成費補助金）

茅ヶ崎市社会福祉協議会

（各地区社会福祉協議会）

18 高齢福祉介護課 茅ヶ崎市老人クラブ助成事業費補助金 単位老人クラブ

19 環境保全課 美化推進事業補助金
美化運動を自主的に実施している市内

の団体（自治会等）

20 資源循環課 資源回収推進地域補助金 自治会

21 環境事業センター
ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力

手数料
自治会

22 都市政策課 感震ブレーカー設置費補助金
まちぢから協議会（地区自治会連合

会）

23 社会教育課 茅ヶ崎市PTA連絡協議会補助金 茅ヶ崎市PTA連絡協議会

（裏面に続く）

まちぢから協議会等に関する令和３年度予算について

令和３年２月１０日

まちぢから協議会連絡会 資料１３

総務部 市民自治推進課
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24 青少年課 青少年育成推進協議会交付金 地区青少年育成推進協議会

25 単位子ども会補助金 単位子ども会

26 青少年指導員活動謝礼 青少年指導員

27 青少年健全育成事業業務委託料 青少年指導員連絡協議会

28 子ども大会委託料 地区青少年育成推進協議会
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令 和 ３ 年 ２ 月  

 

 自治会長各位 

 

 資源循環課長  

 環境事業センター所長  

 

 

   チラシの配布について（依頼） 

 

 寒冷の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本市の環境行

政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

 さて、本市では、令和３年４月より剪定枝のリサイクル及び資源物（廃食用油・金属

類）収集方法の見直し等を実施することに伴い、周知の一環として、２月より職員による

チラシ配布を予定しておりましたが、１月１３日に開催されたまちぢから協議会連絡会定

例会において、チラシ配布に関しては、各自治会にてご対応いただける運びとなりまし

た。 

 つきましては、関係課より提供された資料に基づき、各自治会における配布必要枚数分

のチラシをお渡しいたしますので、お忙しい中大変恐縮なお願いとはなりますが、配布に

ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 茅ヶ崎市環境部資源循環課資源循環担当  

 ［住 所］〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

 ［電 話］0467-82-1111（代表）1221～3（内線） 

 ［F A X］0467-86-8118 

［E-mail］shigen@city.chigasaki.kanagawa.jp 



廃食用油・金属類

問い合わせ先 資源循環課☎ 82‐1111(代表) 環境事業センター☎ 0570‐005-383(ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ）

4月から

① 電話により予約制収集を依頼（無料）4月1日（木）から受付開始 ※通話料金は発生します。

茅ヶ崎市資源分別回収協同組合 ☎ 57-1166 受付時間 8:15～17:00 月～金（年末年始を除く）
▷ 収集日は原則として、お申込み受付日の次の水曜日となります。
▷ 枝・幹のみ対象（袋に入れずひもで束ねる。葉がついていても収集可能）。つる、シュロ（ヤシ科の植物）、木製品は出せません。
▷ １本あたりの長さは１ｍ以下、太さは１㎝を超え20㎝以下、ひもで束ねた際の１束あたりの直径は35㎝以下としてください。
※ 太さ1cm以下のものは「燃やせるごみ」で出してください。

庭木などの手入れを行った際に出る剪定枝は、これまで燃やせるごみとして処理してきました。ごみの減量化を推進するため、剪定枝のリサイ
クルを開始します。収集された剪定枝はチップ化され、堆肥や燃料としてリサイクルされます。
▶ 剪定枝は次の方法で出してください（事業者は対象外）

② リサイクル施設へ直接持ち込み（無料） 4月1日（木）から持ち込み開始

㈱都実業グリーンリサイクル茅ヶ崎営業所（赤羽根3895）

☎ 55-2490 受付時間 7:00～12:00 13:00～18:00 月～土（年末年始・GW・お盆を除く）
▷ 枝・幹・草・落ち葉・つるが対象（長さ、太さに制限なく搬入可能）。シュロ（ヤシ科の植物）、木製品は持ち込めません。
▷ 搬入時は、氏名・住所を確認できる身分証明書（免許書等）を提示してください。束ねていた紐やごみ袋は持ち帰ってください。

▷ コンテナには入れず、集積場所に直に出してください。（コンテナ収集は行いません）
▷ 袋に入れず、そのまま集積場所に出してください。
▷ 廃食用油は、必ずスクリューキャップ式のペットボトルで転がらないように出してください。
▷ 金属類は指定10品目から8品目（なべ・やかん・フライパン・焼き網・スプーン・おろし金・ボウル・ざる）になります。
※ フォーク・テーブルナイフは「燃やせないごみ」で出してください。

廃食用油と金属類を月１回の収集から月２回の収集に変更（びん・かん・ペットボトルの収集日に合わせて収集）し、コンテナ収集を廃止
することで、収集量の増加と収集体制の効率化を図ります。

※ ①、②いずれの方法も、土や石、針金等の異物は取り除いてください。
※ これまでと同様に、環境事業センターへの持ち込み（直接搬入）も可能（有料）です。

※詳細は「2021年度版ごみと資源物の分け方・出し方」
をご覧ください

剪定枝



問い合わせ先 環境事業センター業務担当 ☎ 57‐0200(直通)

収集業務の効率化、費用対効果の観点から、ごみ収集車の台数を削減するとともに収集コースの見直しを行いました。
そのため、令和3年3月までと4月からでは、集積場所に伺う時間が変わる場合がありますのでご注意ください。
なお、4月以降は、その日に排出されるごみの量によって、積み荷を降ろすために環境事業センターまで引き返すタイミングも異なってきます。
収集後に排出してしまうことのないよう、必ず収集日の朝８時３０分までに決められた集積場所に排出してください。

令和２年度、市内でごみ収集車の火災が3件発生しました。
それは、「燃やせないごみ」の収集車で、その原因は分別を誤って排出された次のようなものでした。

▷ 使い捨てライター → 燃やせるごみ
▷ スプレーかん → かん（使い切って穴をあけて）
▷ リチウムイオン電池 →  販売店などの電池回収ボックスへ

※電池がはずせないものは、公共施設などの使用済小型家電回収ボックスへ

適正に排出していただくことで火災を防ぐことが出来ます。
近隣の方々への周知など、ご協力をお願いいたします。

啓発動画

燃やせるごみ、燃やせないごみの収集方法が変わります。

適正な分別をお願いします。



（写） 

令和３年（２０２１年）２月１６日  

 

小和田公民館登録団体・サークル代表者・連絡者各位 

 

小和田公民館長  

 

小和田公民館の耐震補強及び施設改修工事に伴う臨時休館について（お知らせ） 

 

 時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、小和田公民館の活動について、御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

また、令和２年 7 月から８月にかけて実施した耐震改修に向けたアンケートでは、多くの

団体・利用者の皆様から、御意見をいただきありがとうございました。 

さて、小和田公民館は、昭和５５年５月に開館して以来、多くの皆様に親しまれながらも

４０年以上が経過し施設の劣化が進んでいる状況にございます。このため、以前にお知らせ

したとおり公共施設整備・再編計画に基づき、令和３年度に耐震補強工事を行うとともに空

調やトイレ等の劣化した設備の改修工事を行ってまいります。 

工事期間中につきましては次のとおり臨時に休館することとなりますので、お知らせいた

します。登録団体・サークルの皆様には、御不便をお掛けいたしますが、御理解と御協力を

お願いいたします。 

 

臨時休館：令和３年６月１日（火）～令和４年３月中旬【予定】 

（２月１６日現在の予定ですので、変わる可能性があります）  

 

※ 本お知らせは、登録いただいている団体・サークルの代表者様及び連絡者様（重複時は代

表者様のみ）に送付していますので、会員・メンバーの皆様に周知をお願いします。 

※ 本お知らせは、令和３年２月９日現在の情報で送付しています。団体・サークル名や代表

者名などの登録内容の変更、抹消については、小和田公民館までご連絡ください。 

※ 休館中は、館内の全ての物品等を搬出する必要があります。詳細については、連絡用ポス

トや持ち込み物品の届けを提出いただいている団体・サークルに別途ご案内します。 

※ 現在、工事の方向性の図面を館内に掲示していますが、完成後の図面についても、でき次

第館内に掲示します。 

※ 休館中は、他の公共施設（鶴嶺公民館、松林公民館、南湖公民館、香川公民館など）をご

利用ください。なお、利用に当たっては別途登録が必要となります。 

※ 開館日や休館中の連絡先等については、あらためてお知らせします。 

 

お問い合わせ 茅ヶ崎市立小和田公民館 鈴木・岡本 

〒253-0023 茅ヶ崎市美住町６番２０号 

電話：0467-85-8755 Fax：0467-85-8788 










	★R2松浪まちぢ第１０回運営委員会（資料）
	0【運営委員会】次第
	1（R3.2.10）松浪コミセン･子どもの家なみっこ事務員募集のチラシ
	2 R3松浪地区まちぢから協議会等の体制について（案）
	3パブリックコメントのお知らせ
	4_感震ブレーカー等設置費補助金制度について
	5-1資料 -再修正後5★
	5-2資料（別添） -再修正後2★
	6-1青少年課
	6-2自治会長宛依頼文(案)（浄書）（青少年課修正案）
	7令和３年度 美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎の中止について（自治会長宛）（修正）
	8-1②環境指導員の推薦について 
	8-2③環境指導員推薦書
	8-3③環境指導員推薦書
	9-1⑪ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力手数料に係る書類の提出について（完了報告書）
	9-2⑬集積場所維持管理完了報告書
	9-3⑫集積場所の維持完了報告書（記入例)
	9-4④ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力手数料に係る書類の提出について
	9-5⑤ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力手数料　請書
	9-6⑥ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係る協力手数料　請求書
	10_R3地区防災訓練
	11-1【修正版】防災対策課所管の補助金の手続き等の変更について
	11-2【最終版】（自主防災組織会長宛）ハザードマップ素案に関する意見照会について
	11-3（自主防災組織会長宛）防災ＷＥＥＫについて
	11-4（新）防災WEEKチラシ（浄書）
	12-1_令和３年度広報紙・市議会だより配布部数報告書等の提出について（依頼）
	12-2_広報紙配布部数等報告書
	12-3_新型コロナウイルス感染症に配慮した配布のお願い
	12-4_20世帯以上の配布団体一覧
	13-市民集会
	14令和３年度まちぢから協議会等に関する予算について
	15-犯罪発生状況ｈ

	★R2松浪まちぢ第１０回運営委員会（資料2）
	16-1_チラシの配布について（依頼）
	16-2_チラシ（0119校正版）
	17松浪まちぢから用（R3.2.16付耐震補強等工事休館団体通知）
	18津波避難訓練の概要
	19地域ケア会議




